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ついて …………………………………………………… １ 

 ○議案第２号 令和８年度青森県立高等学校入学者選抜基本方針案 

について ………………………………………………… ２ 

 ○議案第３号 令和８年度青森県立特別支援学校高等部入学者選抜 

基本方針案について …………………………………… ４ 

 

３ その他 

 ○令和８年度青森県立高等学校校長の公募について ………………… ６ 

 ○下北地区統合校に関する説明会について …………………………… ７ 

 ○青森県立高等学校教育改革に関する基本方針(案)の検討について … ８ 

 ○職員の懲戒処分の状況について ……………………………………… ９ 

 

４ 閉 会 



議案第１号 

 

令和８年度青森県立中学校入学者選抜基本方針案について 

 

 令和８年度青森県立中学校入学者選抜基本方針を次のように定める。 

 

 

令和８年度青森県立中学校入学者選抜基本方針 

 

１ 県立中学校の通学区域は、県下一円とする。 

 

２ 入学者の選抜は、小学校及び義務教育学校（前期課程）での学習や

日常生活を通して身に付けた力、学習に対する意欲などを、筆記によ

る適性検査、面接、調査書を組み合わせて、総合的に評価し、行うも

のとする。 

 

３ 選抜に当たっては、県立中学校において入学者選抜委員会を設け、

公正に行うものとする。  
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議案第２号

令和８年度青森県立高等学校入学者選抜基本方針案について

令和８年度青森県立高等学校入学者選抜基本方針を次のように定める。

令和８年度青森県立高等学校入学者選抜基本方針

青森県立高等学校における入学者の選抜は、この方針によって実施する。

入学者の選抜は、教育の機会均等の精神にのっとり、公正かつ妥当な方法

で、各高等学校及び学科の特色に応じ、能力・適性、意欲、努力の成果など

を様々な観点から評価し、適正に選抜されるよう実施するものとする。

１ 高等学校の通学区域は、県下一円とする。

２ 全日制の課程及び定時制の課程の入学者の選抜は、次のとおりとする。

（１）出願は、１人、１校１学科（部）に限るものとする。ただし、当該

校に設置されている学科間等で第３志望までを認める。

（２）選抜は、中学校等の校長から提出される調査書（以下「調査書」と

いう。）、青森県教育委員会が実施する学力検査の成績、各高等学校

で行う面接の結果及び各高等学校が定める選抜資料等に基づいて、一

般選抜と特色化選抜により行うものとする。

（３）やむを得ない事由によって入学者選抜の学力検査等を受検できなか

った者を対象に、別に定めるところにより、追検査を行うものとする。

（４）合格者数が募集人員に満たない学科等において、別に定めるところ

により、再募集を行うものとする。

３ 通信制の課程の入学者の選抜は、調査書又は入学出願資格に関する証明

書等に基づいて行い、学力検査は実施しないものとする。
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４ 青森県教育委員会が実施する学力検査は、次のとおりとする。

（１）実施教科は、国語、社会、数学、理科、外国語（英語）の５教科と

する。

（２）各教科の学力検査問題は、中学校学習指導要領に示されている基礎

的・基本的な内容とする。

５ ２から４に定めるもののほか、全国からの生徒募集導入校において、別

に定めるところにより、全国からの生徒募集「あおもり留学特別選抜」を

行うものとする。

６ 選抜に当たっては、各高等学校において入学者選抜委員会を設け、公正

に行うものとする。
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議案第３号 

令和８年度青森県立特別支援学校高等部 

入学者選抜基本方針案について 
 

令和８年度青森県立特別支援学校高等部入学者選抜基本方針を次のように

定める。 

 

令和８年度青森県立特別支援学校高等部入学者選抜基本方針 
 

青森県立特別支援学校高等部における入学者の選抜は、この方針によって

実施する。 

 入学者の選抜は、教育の機会均等の精神にのっとり、公正かつ妥当な方法で、

高等部を設置する各特別支援学校及び学科の特色に応じ、能力・適性、意欲、

努力の成果などを様々な観点から評価し、適正に選抜されるよう実施するも

のとする。 

 

１ 特別支援学校の通学区域は、県下一円とする。 

   

２ 入学者の選抜は、次のとおりとする。 

（１）出願は、１人、１校１学科に限るものとする。ただし、青森県立盲学校

に出願する場合は、普通科と保健理療科との間で第２志望を認める。 

（２）選抜は、中学校等の校長から提出される調査書、各特別支援学校で実施

する面接の結果及び必要に応じて実施する諸検査の結果を選抜資料とし、

総合的に判定し行うものとする。 

（３）青森県立青森第二高等養護学校又は青森県立八戸高等支援学校の産業

科に出願し、やむを得ない事由によって入学者選抜の学力検査等を受検

できなかった者を対象に、別に定めるところにより、追検査を行うものと

する。 

（４）（１）にかかわらず、青森県立青森第二高等養護学校又は青森県立八戸

高等支援学校の産業科に出願し、合格しなかった場合は、知的障がい者で

ある生徒に対する教育を行う特別支援学校（青森県立八戸高等支援学校

を含む。）の普通科に出願することができる。 

 

３ 面接及び諸検査は、障がいの状態や特性及び心身の発達の段階等に十分

配慮して適切に実施するものとする。 
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４ 選抜に当たっては、各特別支援学校において入学者選抜委員会を設け、公

正に行うものとする。 

-5-



［その他］ 

 

令和８年度青森県立高等学校校長の公募について 

 

１ 公募の趣旨 

  東青地区統合校及び下北地区統合校が令和９年度に開設され

るに当たり、多様な人材の中から教育的情熱と明確な未来像を

持ち、リーダーシップを発揮して魅力ある学校づくりを推進で

きる人物を令和８年度の校長として選定するための公募を実施

する。 

 

２ 対象校 

（１）青森県立青森西高等学校（令和９年度東青地区統合校） 

（２）青森県立むつ工業高等学校（令和９年度下北地区統合校） 

 

３ 応募資格 

  次の（１）～（３）の全てを満たす者 

（１）青森県立学校の校長、教頭、教諭及び養護教諭並びに青森

県教育庁又は学校以外の教育機関に勤務する者（ただし、任

期付職員及び会計年度任用職員を除く。） 

（２）令和８年３月３１日現在で４５歳以上５８歳以下の者 

（３）教育に関する職に１０年以上ある者又は青森県教育庁及び

学校以外の教育機関に１０年以上勤務している者 

 

４ 選考の方法 

（１）第一次選考 

   令和９年度統合予定の対象校の未来像について記述したレ

ポートをもって行う。 

（２）第二次選考 

（１）のレポートの内容をもとにしたプレゼンテーション

をもって行う。 

 

５ 公募開始日 

  令和７年６月４日 
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［その他］ 

下北地区統合校に関する説明会について 

 
 
１ 開催趣旨 

  下北地区統合校の管理・教室棟改築工事の入札が中止となったことを

受け、同校の現状等について説明するために開催 
 
 

２ 開催日時・場所等 

  令和７年５月１８日（日） １１時～１２時３０分 むつ市役所 

  参加者 ６７人 

 

３ 説明内容 

（１）統合校の概要 

 ①統合校の目指す姿 

 ②学科構成 

（２）統合校の開校に向けた現状等 

 ①改築工事の入札結果及び入札結果を踏まえた対応 

 ②下北地区統合校開設準備委員会の開催 

 

４ 主な要望等 

○施設整備に関すること 

  ・新校舎を建築してほしい 

・整備方針を早急に示してほしい 

・次回以降の説明会では整備方針を具体的に説明してほしい 

○教育内容に関すること 

  ・グローバルな人財を育成してほしい 

・情報に関する学びを充実させてほしい 

○統合に関すること 

  ・第２期実施計画における統合を白紙撤回してほしい 
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［その他］ 
 

青森県立高等学校教育改革に関する 

基本方針（案）の検討について 
 

 

１ これまでの検討状況 

日 時 回 次 検 討 項 目 

3 月 26 日 第 914 回定例会 ・次期計画の構成等 

・地区懇談会の開催状況 

4 月 4 日 第 915 回定例会 ・意見募集等の結果 

・基本方針（案）の検討 

 【魅力ある高等学校づくりに向けた基本的な考え方】 

5 月 9 日 第 916 回定例会 ・基本方針（案）の検討 

 【高等学校の魅力づくり】【学科等の魅力づくり】 

 

２ 検討事項 

青森県立高等学校魅力づくり検討会議における検討結果報告書（別冊資

料）を踏まえ、青森県立高等学校教育改革に関する基本方針（案）における

【高等学校の魅力づくり】の方向性について検討するもの。 

 

＜参考：３月２６日第９１４回定例会参考資料（関係部分抜粋）＞ 

【高等学校の魅力づくり】 

（主な論点） 

・スクール・ミッション等を踏まえた教育活動と魅力の情報発信 

・対面授業と遠隔授業の最適な組合せ 

・単位制等の教育制度や少人数学級編制の導入 

・多様な主体との連携・協働 
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［その他］ 

職員の懲戒処分の状況について 

令和７年５月（５月１日～５月３１日分） 

 

青森県教育委員会 

 

事案１ （処分後速やかに公表した事案） 

①被 処 分 者  教育委員会事務局等（本庁） 

管理職員（５７歳 男性） 

②事案の概要等  住居侵入 

元同僚職員の机に置かれていた鍵の番号を控え、インターネットで注文す

ることにより合鍵を不正に作製し、令和６年６、７月頃から令和７年２月ま

での間に、計６回、正当な理由なく当該住居に侵入し、当該職員の衣服や日

記等を見るなどしたもの。 

③処 分 内 容  免職 

④処分年月日  令和７年５月１３日 
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